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令和３年12月16日 

民生常任委員会会議録 審査内容 

 

◇会 議 録 

 

１ 日  時  令和３年12月16日 

開会 10時30分  閉会 11時04分 

  

２ 場  所  幕別町役場３階会議室 

 

３ 出 席 者  委員長  小田新紀  

委 員  藤谷謹至 小島智恵 荒貴賀 中橋友子 

議 長  寺林俊幸 

 

４ 欠 席 者  副委員長 藤原孟 

 

５ 説 明 員  住民福祉部長 細澤正典 福祉課長 樫木良美 

        障がい福祉係長 塚本真敏 保健課長 金田一宏美 

 

６ 傍 聴 者  13名 

 

７ 事 務 局  事務局長 萬谷司  議事課長 半田健  庶務係長 北原正喜 

             

８ 審査事件及び審議内容 

 １ 付託された議案の審査について（別紙） 

 (1) 陳情第４号 補聴器購入に対する公的補助制度を求める陳情 

２ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

民生常任委員会委員長  小田新紀    
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◇審査内容 

（開会 10：30） 

○委員長（小田新紀） ただいまから、民生常任委員会を開会いたします。 

  これよりインターネット中継を始めます。 

  ここで事務局より諸般の報告がございます。 

  事務局長。 

〇事務局長（萬谷司） 藤原副委員長から本日、欠席する旨の連絡を受けておりますので、

報告いたします。 

〇委員長（小田新紀） これで諸般の報告を終わります。 

これより付託された陳情の審査を行います。 

さきの民生常任委員会で継続審査になりました陳情第４号、補聴器購入に対する公的

補助制度を求める陳情を議題といたします。 

前回に引き続きまして、陳情の審査の参考にさせていただくべく、住民福祉部長、福

祉課長、保健課長、障がい福祉係長に説明員としてご出席をいただき、町に請求してお

りました資料に基づき情報提供をしていただくことをお願いしていたところであります。 

早速でありますが、説明をお願いいたします。 

障がい福祉係長。 

〇障がい福祉係長（塚本真敏） それでは、お配りをさせていただいております「幕別町

と同規模自治体における補聴器購入助成の状況」という資料に基づきまして全国の同規

模自治体における補聴器購入助成の実施状況について、ご説明をさせていただきます。 

  初めに同規模自治体という言葉の設定ですけれども、総務省が作成しております類似

団体別市町村財政指数表の中で幕別町と同類型に位置付けをされております町村を同規

模自治体と設定をさせていただいております。 

  同じ類型に属する町村は、お配りをしておりますもう１枚の別紙資料をご覧ください。 

  北海道内で幕別町を除きまして、５自治体、道外の町村になりますと94自治体がござ

います。合わせて99自治体が幕別町と同じ類型に位置付けられているものでございます。 

  別紙資料は、この99町村とその人口を表としてお示しをさせていただいているもので

ございます。類型を決める要件といたしましては、お配りしております資料の真ん中辺

りにあります黒い四角、３つほど記載をさせていただいておりますが、１つ目が人口が

２万人以上の町村であること、２つ目が第２次・第３次産業人口比率が80％以上となっ

ている町村、３つ目が第３次産業人口比率が60％以上となっている町村となっておりま

して、３つ全ての要件に当てはまる町村が幕別町と同じ類型として位置付けられている

ものでございます。 

  なお、この３つの要件の基準となる数値につきましては、平成27年国勢調査の結果と

なっております。ですので、別紙資料に各自治体の人口を記載しておりますが、こちら

につきましても平成27年国勢調査の結果の人口を記載しているところでございます。 

  これら、99町村の補聴器購入助成の実施状況でございますが、助成を実施している自

治体はございませんでした。 

  確認の方法につきましては、道内５自治体につきましては、電話で確認を行っており

ます。道外の94自治体につきましては、中央社会保障推進協議会のホームページにおい

て公表されております補聴器助成自治体への掲載の有無により確認をさせていただいた

ところでございます。 

  説明は以上でございます。 
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○委員長（小田新紀） 説明が終わりました。質問等ございませんでしょうか。 

  藤谷委員。 

〇委員（藤谷謹至） コロナ禍で忙しい中、資料を提出していただきましてありがとうご

ざいます。 

11月16日の前回の委員会にも資料を提出していただきまして説明を受けました。その

ときの資料は、障害者手帳を有する120人の方の内63人のアンケート結果ということで、

説明をいただきましたけれども、陳情審査をする上で担当課の方も十分な資料ではない

ということでお聞きしておりました。委員会の中で、委員からも今後どのような調査を

していくのかという不安な意見もございましたことから、今後の調査研究の町としての

スケジュールがあれば、お聞きしておきたいと思います。 

○委員長（小田新紀） 福祉課長。 

〇福祉課長（樫木良美） 今後の町の調査等の予定でございますが、大きく４点ほど考え

ております。 

町内に耳鼻科の医師がおりますので、その医師の方から難聴者の方の状況であったり、

補聴器の利用の状況等を聞き取りすること。 

あと、補聴器業者何社かに、そこに寄せられている相談であったり、利用者の状況な

どの聞き取りを行うこと。 

あと、３つ目が11月に聴覚障害者の手帳をお持ちの方のアンケートの実施をしたので

すけれども、十分な内容でもなかったことから、また、補聴器を持っている方が４分の

１ほど使っていないという実態もありましたので、そういったところがどういう理由か

というところも掘り下げて調べていきたいと考えております。 

あとは、管内で４町村、先進自治体があったかと思うのですけれども、そこの自治体

の現状と実態。どういうような申請具合になっているかということと、申請に来た方の

状況であったり、効果だったりということが聴き取りできればと思っておりまして、そ

ういうところを各町村に聞き取りを行っていきたいと考えております。 

耳鼻科への聞き取りの方は、今月中、一応、来週日程が調整できれば行っていきたい

と考えております。 

補聴器業者に対しましては、実は先日、一事業所に確認をさせていただいておりまし

て、来月の６日に業者の方が町民会館の方に来られるので、そこのところでまた聞き取

りを行いたいと思っております。 

あと、アンケート調査の掘り下げについては今月から来月にかけて詳しく調べていき

たいと考えております。 

管内自治体の先行事例についても早いうちに聞き取りを行いたいと考えておりますの

で、今月、来月くらいの間で調査を行えたらと考えております。 

以上でございます。 

○委員長（小田新紀） 藤谷委員。 

○委員（藤谷謹至） わかりました。来月中に調査を終えて、その結果、集計されたもの

としては、２月中にはという考えでよろしいのか。最終的な集計でこの委員会に報告で

きる日程、スケジュールについてもう少し詳しく教えていただきたい。 

○委員長（小田新紀） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（細澤正典） スケジュール的には今、課長が言われた調査項目について

調査していきたいと考えております。 

ただですね、管内の実施している団体の状況というのは、まだ実施して日が浅いとい
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うことがあるので、十分な実態を掴める調査になるかというのは、今ここでしっかりと

した状況を示せますということはお伝えできませんけれども、この４項目の調査につい

ては、少なくても２月中に一定程度の資料としてはまとめたいと担当としては考えてお

ります。 

〇委員長（小田新紀） 小島委員。 

〇委員（小島智恵） 町の方で、調査研究を４点ほど進めるという話だったのですけれど

も、その中でも確認なのですけれども、３点目のアンケート調査の掘り下げということ

であったのですけれども、私が一番知りたいのは当初から言っているのですけれども、

障害者手帳の交付を受けていないけれども、軽度、中度の難聴があるという方の本町に

おいての実態。そういう方が本町において、どのくらいの人数がいらっしゃるのか。そ

れによって財政規模というところも判明してくると思うので、そういったところは、調

査研究の中で判明してくることなのでしょうか。確認したいと思います。 

〇委員長（小田新紀） 福祉課長。 

〇福祉課長（樫木良美） 手帳を持っていない方でこういった補聴器が必要な方というの

を調査するのは難しいと町では考えております。 

  例えば、そういう年齢の方の全員にアンケートを出してそういう方はいますかという

聞き取りをすることもなかなか難しいでしょうし、戻ってくるアンケートの回答もどれ

くらい戻ってくるかわからないし、それがどれくらいのパーセントで戻ってきて、それ

が本当に実態と合うのかというところもあるので、そこは難しいのかなと考えておりま

す。ですから、補聴器業者さんのところには聞き取りにいった段階でも、手帳をお持ち

ではない方でも結構来られているということでしたので、そういったところで、町内で

何人くらいいらっしゃるかということは難しいかもしれないのですけれども、どれくら

いの人が来ているのかというのは聞き取りできるのかなというのはちょっと思っている

ところであります。幕別町内でこういった該当者の方が何人くらいいて、だからこれく

らいの予算が必要だよというところはちょっと難しいのかなと思っております。 

〇委員長（小島智恵） あわせて財政規模というのもどこまで考えていけるのか、本町に

おいて。その点についても、いかがなのでしょうか。 

〇委員長（小田新紀） 福祉課長。 

〇福祉課長（樫木良美） そこについては、先進自治体の方で、今１年行った自治体、ま

だ半年くらいの自治体、いろいろあるのですけれども、２、３年の状況を見て、きっと

最初は多かったり少なかったりすると思うのですけども、３年くらい経つときっと標準

化に申請もなってくるのではないかなと思うのですよね。 

  その中でそれは掴みでしかないのですけれども、そこの自治体の進行と対象とする65

歳以上の方の割合と幕別町の人口と幕別町の65歳以上の割合で、どれくらいいるかとい

うのを試算する方法なのかなとは考えております。 

〇委員長（小田新紀） そのほかいかがでしょうか。 

  荒委員。 

〇委員（荒貴賀） 類似団体ということで、町の方で選定していただいて、お示しいただ

いたということでご協力いただいたことに感謝いたします。 

  今回、国が定めるところではなかなかなかったというお話でありました。もっと増え

ていけばよろしいし、さっき課長が話していたようにこれから補聴器を助成する自治体

が増えていくのであろうなと推察されます。 

  先ほど小島委員もおっしゃいましたけれども、補聴器を本当に必要な方に届けるため
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には町で補助するのと同時に本当に聞こえない状況を知っていただくということが大変

必要だなと思っております。 

  町でアンケート調査をするというところで、健康診断の際、本来は聴力検査を行うと

いうのが一番だと思うのですが、町にはないので、まず、健康診断の際に耳の状況を聞

くというアンケートの取り方をすると一石二鳥と言いますか、そういった方法もとって

町の状況、耳が聞こえない人たちの状況を判断していくというのも一つの手かなと思い

ますので、そういったいろいろな方法を使って調査を継続して行っていただければと思

っております。以上です。 

〇委員長（小田新紀） 保健課長。 

〇保健課長（金田一宏美） 健康診断の中の聴力検査というところなのですけれども、今

行っています町の一般の方を対象とした健診の中では、項目としては無いのですよね。 

  仕事をしている方の健康診断というところでは聴力検査というのは入っているのです

けれども、なかなかその辺りの情報というのは町の方で掴むことができないものですか

ら、なかなか難しいかなと考えております。 

○委員長（小田新紀） その他、ございませんか。 

  小島委員。 

○委員（小島智恵） 今回の資料に対してなのですけれども、同規模自治体で助成をして

いる自治体は全国的に見てもなかったという結果だったのですけれども、助成するに至

らないと言いますか、進まない要因としまして、私が思いますに財政的な負担のところ

が大きいのかなとは感じているのですけれども、その辺はどういうふうに分析されてい

ますでしょうか。 

○委員長（小田新紀） 福祉課長。 

〇福祉課長（樫木良美） 分析というわけではないのかもしれないのですけれども、道内

の５町村に聞き取りを行った際に、そういったことを検討していますかというところで

検討していませんという回答で、そういった要望とかはなかったでしょうかということ

の聞き取りもしたのですけれども、なかったということで、なので検討はしていません

というような回答はいただいておりました。 

その中で町村はちょっと忘れてしまいましたが、一つの町村は一般質問の中でそうい

った質問があったので、すぐにはできないけれども、これから調査をしていこうかなと

いうような返事をいただいた町村が１自治体ありました。 

以上でございます。 

○委員長（小田新紀） その他、ご質問等ございませんか。 

  （なしの声あり） 

〇委員長（小田新紀） それではないようですので、町からの情報提供については以上と

させていただきます。 

説明員の皆さま、ご多忙の中大変ありがとうございました。 

説明員退席のため、暫時休憩いたします。 

                                   （暫時休憩） 

○委員長（小田新紀） それでは休憩を解いて、会議を再開いたします。 

本陳情について、各委員の皆さまのご意見を改めてお伺いしたいと思います。 

ご意見のある方は挙手をお願いいたします。 

  中橋委員。 

○委員（中橋友子） ９月の議会に加齢性難聴の購入のための助成を求める陳情が出され
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まして、今日は12月15日ですが、これまで慎重な議論を重ね、また町の協力もいただい

て、一定の資料もいただいて議論してまいりました。 

  その審査の中で明らかになってきたことは、一つには難聴の困難さということが、高

齢とともに生じているコミュニケーションができないですとか、あるいは認知症につな

がるですとか、そういった困難な状況が明確になってきました。 

  もう一つはそういった経過の中で、これは前回の資料の中からですが、早い時期に委

員の意見の中から、早い時期からの使用が軽度ですむと。 

つまり、補聴器の使用を遅れないで使っていくことが、その後の聞こえの良さにつな

がっていくということでありましたから、これも大事なことだなと思いました。 

  じゃあ、どのくらいの人が必要としているのかということについては、今もありまし

たけれども、なかなか町の資料の中では、手帳を持った人のみということでありました

から、見えてはきませんでした。 

  そうなってきますと、全国的な資料でおおよそを判断するしかないのだろうなと思い

ます。 

このおおよその判断は一番最初の委員会の時に私が調べさせていただいたところでは、

いろいろ難聴者の方たちも様々な団体を持っていまして、その中から出された報告とし

ては、全国では約210万人の方が聞こえの障害を持っていて、人口的には14.4％に当たる

ということでありました。 

  これを当てはめて、さらにそこから使用がどのくらいかという点ではさらに落ちてい

くということがありました。 

  幕別町の高齢者人口で14.4％というふうになっていけば、アバウトな数字ですから、

この数字だけを見て判断ということにはならないかなとは思いますけれども、この数字

からは千人近い人がはじき出されるのかなと思いました。 

  その上でこういう人たちが、先にも申し上げましたように補聴器の使用につながって

いるという点では、非常に低いと。実際に耳の聞こえが、聞こえていないのだけれども、

補聴器を使うに至っていないという事例がありました。 

  なぜかということは一つは高額であること。平均の補聴器の金額が15万円から20万円

しているということがありました。 

それから、もう一つはやはり調整がちゃんとできるのかどうかという、それを使うこ

とへの不安と言いますか、それもありまして、踏み切れないということで、いよいよ聞

こえなくなったときに補聴器を手にしようとしたら、やはり大分進んでますよというこ

とになる。こういうことも委員会の審議の中で明らかになってきたところです。 

  そうしますと、やはり早い段階から必要な人は、必要な器具を、補聴器を使用すると

いうことが、今後の高齢者の方たちの生き方、快適に暮らしていただくということも含

めて必要なのだろうなと改めて思いました。 

  今回、署名は千筆を超える署名でありまして、そういう思いが含まれて提出されたも

のであろうと思います。 

  そういった視点から見れば、幕別町そのものもこのことの政策について、検討を入口

の調査をしながら、どうあるべきかということを検討されているときなのだろうと思い

ます。 

  私たち住民の代表としては、千人の皆さんに代表されるように、この現状と思いから

いけば、さらに政策の実現につながることが、今言った問題についての解決の道につな

がるのであろうと思います。 
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  したがって、この陳情につきましては、早い段階の結論、私自身はこの趣旨は大変、

妥当なものだと思うものですから、そういうことが大事かなと思って発言をいたしまし

た。以上です。 

○委員長（小田新紀） そのほか、ご意見いかがでしょうか。 

  藤谷委員。 

〇委員（藤谷謹至） 私も今回、軽度、中度の方々の難聴の現状というのは、本委員会で

だんだん明らかになってきて、初めて現状がわかってきました。 

  また、町の方から資料をいただいて、現在の障害者手帳を持っている方の状況も把握

できました。 

  ただ、この陳情の内容は町の一般財源を使っての町独自での政策であります。 

  私は大勢の難聴者がいる中で、国が保険制度を使ってやるのが本来ではないかという

思いがあるものですから、慎重に審査したいと思っております。 

  先ほど担当課から説明を受けて、担当課としても調査としては不十分だと。 

私も担当から調査の結果を受けて、不思議に思うのは補助がある制度の中で、補聴器

を使わない方もおられると、その原因というのはまだしっかり究明されていない。 

  そういう状況で町がそれからまた深堀して、調査していく。 

そして、他町村のいま始まっている制度の現状も把握するということでしたので、私

はその調査を待って、それから慎重に結論付けたいと思っております。 

  一度、当初から私言っていますけれども、やはり、安い金額の補助ではないので、そ

れで使って合わなかったということでは困ると思いますし、補聴器をちょっと調べてい

くと電池交換というのも大変難しい。高齢の方の取り扱いも難しいというのもわかって

きました。電池を入れていたら使っていなくてもなくなっていく。電池が小さいもので

すから、その取扱いも難しい。 

  あと、公平な制度になっていくのかというのも少し不安な部分があります。 

  ですから、町の調査を待って、閉会中の継続審査というのが、私の考えであります。 

○委員長（小田新紀） そのほか、いかがでしょうか。 

  荒委員。 

〇委員（荒貴賀） 私は前回の委員会の中で、お話をさせていただいたのですが、やはり

今聞こえが聞きづらくなる中で、日常生活で支障をきたしていることが本当に多く伝わ

ってきました。その中で、これからの地域のことや健康維持のためには補聴器を付けて、

健康増進を図るという意味では大変重要な政策の一つであろうと思っております。 

  藤谷委員から国がやるべきだというお話がありましたが、この間、私も一般質問など

で取り上げる中では、国の制度を待っていられない、住民の健康維持を図るためには、

先行して投資していく。それに合わせて国に要望書をあげていくという同時の方法をと

られているところが本当に多いです。 

議会でも全国的には、県議会では６つ、市町村議会では100を超えていたと思うのです

が、陳情をあげて活動をしているというところが多くみられています。 

幕別町としても、住民からあがってきた要望ですし、何よりも私自身も制度として必

要であろうと感じておりますので、今陳情に対しては必要であろうと認識しております。 

○委員長（小田新紀） そのほか、いかがですか。 

  小島委員。 

〇委員（小島智恵） 先ほど町の方から、スケジュールの話がありまして、来年２月中く

らいにはまとまるということで、３月定例くらいにはこの委員会で資料をまたいただけ
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るのかなと思っておりまして、それを基に議論をもうちょっと重ねたほうがいいのかな

と思っておりまして、継続審査が望ましいのかなと私は思っております。 

○委員長（小田新紀） 皆さまからご意見をいただきましたが、既にこの陳情の審査も会

期をまたいで開催しているわけで、中橋委員がおっしゃるようにいつまでもということ

にはならないかなと考えている部分もございます。 

その一方で、藤谷委員、小島委員からも出されたとおり、町の方からの資料がまたこ

れから、資料というか調査ですね、２月くらいを目途に進んでいくという情報提供もご

ざいました。 

その上で、この陳情の趣旨を考えたときに町独自ということでの財源という部分があ

りますので、藤谷委員からもでていたとおり、そういう意味ではこの判断というのが、

町の施策にも大きな影響を及ぼすということも考えられるのではないかということも踏

まえて、より慎重に丁寧に審議は進めるべきだと考えるところであります。 

継続審査というお話もありましたが、委員長としても確かなデータを基にした議論が

まだまだ出尽くしていないのかなという部分も判断した上で、閉会中の継続審査という

ことを考えていきたいと思いますが、皆さんにお諮りしたいと思います。とは言え、先

ほどお話があったとおり、いつまでもということにはなりませんので、遅くても、今年

度、３月中というところは目途にしながら進めていくべきではないかということを考え

ていることも追加してお伝えしたいと思います。 

中橋委員。 

〇委員（中橋友子） 今の委員会の状況の中では同数の場合には、委員長の判断というの

が優先されるというのが、議会ルールの原則ですから、委員長の考えを重んずるという

のは、大前提にございます。 

  附帯でありましたけれども、いつまでも延ばして良いということではないことを委員

長はご理解していただいた上でおっしゃっていられますので、町からの資料がそうかか

らない時期にでてくることも期待できる部分がありますから、その都度開いていただい

て、可能な限り短い期間に結論がでていくような運びをしていただきたいと思います。 

〇委員長（小田新紀） それでは、中橋委員からいただいた意見も基にしながら、閉会中

の継続審査とすることにさせていただきたいと思います。 

  異議はございませんでしょうか。 

  （異議なしの声あり） 

〇委員長（小田新紀） 異議なしと認めます。 

陳情第４号、補聴器購入に対する公的補助制度を求める陳情は閉会中の継続審査とい

たします。 

  インターネット中継をこれで終了させていただきます。 

                                （審査終了11：03） 

 

 


